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　「働き方改革関連法」によるパートタイム・有期雇用労働法の改正の中で、最も重要な
部分です。特に、均衡待遇規定と待遇についての説明義務（12ページ参照）の部分が大
幅に改正されています。制度の趣旨を十分に理解した上で、社内制度の整備等を速やか
に実施しましょう。

　事業主が、雇用するパートタイム・有期雇用労働者と通常の労働者との間で待遇差を
設ける場合は、①職務内容（業務の内容＋責任の程度）、②職務内容・配置の変更の範囲、
③その他の事情の内容を考慮して、個々の待遇ごとに、その性質・目的に照らして不合
理と認められるものであってはなりません。

●同一労働同一賃金ガイドライン
　均衡待遇を実現するためには、各企業の人事・給与等の制度の内容に基づいて待遇差
の合理性を判断する必要がありますが、その実践はなかなか容易ではありません。
　そこで、同一労働同一賃金ガイドラインが策定され、同一企業内における「通常の労
働者」とパートタイム・有期雇用労働者等との間に待遇差が存在する場合に、いかなる
待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないのかにつき、原則
となる考え方及び具体例が示されています。
　例えば、基本給、賞与、各種手当等の賃金に相違がある場合において、「将来の役割期
待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが異なる」等の主観的・抽象的説明では足りず、
賃金の決定基準・ルールの相違は、職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲、その
他の事情のうち、その待遇の性質及び目的に照らして適切と認められる客観的・具体的
な実態に照らして、不合理なものであってはならないとしています。

【均衡・均等待遇を実現するために参考となる厚生労働省発行資料】

①パートタイム・有期雇用労働法	 対応のための取組手順書
　　https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/
　　contents/000654246.pdf

②不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル（業界別マニュアル）
　　https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html

③職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル
　　https://www.mhlw.go.jp/content/001042386.pdf

④パートタイム・有期雇用労働法の解説動画（パート・有期労働ポータルサイト）
　　https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/index.html#moviewrap

均衡・均等待遇（同一労働同一賃金）2

均衡待遇規定（不合理な待遇差の禁止：法第８条）1
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（詳しくはこちら）

給与明細書

基本給
円

役職手当
円

通勤手当
円

賞与
円

時間外手当
円

深夜出勤手当
円

休日出勤手当
円

家族手当
円

住宅手当
円

※ 同様の手当…単身赴任手当（同一の支給要件を満たす場合）等

基 本 給

役職手当等

通勤手当等

賞 与

時間外手当等

s

このガイドライン（指針）は、正社員（無期雇用フルタイム労働者）と非正規社員（パートタイ
ム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者）との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差
が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないのか、原則となる考え方及び具体
例を示したものです。原則となる考え方が示されていない待遇や具体例に該当しない場合につい
ては、各社の労使で個別具体の事情に応じて議論していくことが望まれます。

「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要
（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）

労働者の「①能力又は経験に応じて」、「②業績又は成果に応
じて」、「③勤続年数に応じて」支給する場合は、①、②、③に応
じた部分について、同一であれば同一の支給を求め、一定の
違いがあった場合には、その相違に応じた支給を求めている。

正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の賃金の決定基準・
ルールに違いがあるときは、「将来の役割期待が異なるため」と
いう主観的・抽象的説明では足りず、賃金の決定基準・ルールの
違いについて、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の
事情の客観的・具体的な実態に照らして不合理なものであっては
ならない。

労働者の役職の内容に対して支給するものについては、正社
員と同一の役職に就くパートタイム労働者・有期雇用労働者
には、同一の支給をしなければならない。
また、役職の内容に一定の違いがある場合においては、その
相違に応じた支給をしなければならない。
※同様の手当･･･特殊作業手当（同一の危険度又は作業環境の場合）

特殊勤務手当（同一の勤務形態の場合）
精皆勤手当（同一の業務内容の場合）　　　　　等

パートタイム労働者・有期雇用労働者には正社員と同一の支
給をしなければならない。

会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについ
ては、正社員と同一の貢献であるパートタイム労働者・有期
雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をし
なければならない。また、貢献に一定の違いがある場合にお
いては、その相違に応じた支給をしなければならない。

正社員と同一の時間外、休日、深夜労働を行ったパートタイム労働者・有期雇用労働者には、同
一の割増率等で支給をしなければならない。

※待遇差が不合理か否かは、最終的に司法において判断されることにご留意ください。

家族手当、住宅手当等
はガイドラインには示
されていないが、均衡・
均等待遇の対象となっ
ており、各社の労使で
個別具体の事情に応じ
て議論していくことが
望まれる。

家族手当・住宅手当等
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●取組みの手順
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スタート 短時間労働者・有期雇用労働者はいますか？

正社員と短時間労働者・有期雇用労働者
の待遇に違いはありますか？

待遇に違いがある場合は、待遇の違いが
働き方や役割の違いに応じたものである
と説明できますか？

労働者の雇用形態を確認
しましょう

改善計画を立てて取り組
みましょう

待遇の状況を確認しま
しょう

「法違反」が疑われる状
況からの早期の脱却を目
指しましょう

待遇に違いがある場合、
違いを設けている理由を
確認しましょう

手順２と３で、待遇に違
いがあった場合、その違
いが「不合理ではない」
ことを説明できるように
整理しておきましょう

法の対象となる労働者の有無をチェックします。社内で、短期間労働者や有期
雇用労働者は雇用していますか？

改善の必要がある場合は、労働者の意見も聴取しつつ、パートタイム・有期雇
用労働法の施行までに、計画的に取り組みましょう。

短時間労働者・有期雇用労働者の区分ごとに、賃金（賞与・手当を含む）や福利
厚生などの待遇について、正社員と取扱いの違いがあるかどうか確認しましょう。
書き出して、整理してみるとわかりやすいでしょう。

短時間労働者・有期雇用労働者と、正社員との待遇の違いが、「不合理ではない」
とは言いがたい場合は、改善に向けて検討を始めましょう。
また、「不合理ではない」と言える場合であっても、より望ましい雇用管理に向
けて改善の必要はないか検討することもよいでしょう。

短時間労働者・有期雇用労働者と正社員とでは、働き方や役割などが異なるので
あれば、それに応じて賃金（賞与・手当を含む）や福利厚生などの待遇が異なる
ことはあり得ます。
そこで、待遇の違いは、働き方や役割などの違いに見合った、「不合理ではない」
ものと言えるか確認します。なぜ、待遇の違いを設けているのか、それぞれの待
遇ごとに改めて考え方を整理してみましょう。

事業主は、労働者の待遇の内容・待遇の決定に際して考慮した事項、正社員との
待遇差の内容やその理由について、労働者から説明を求められた場合には説明す
ることが義務付けられます。
短時間労働者・有期雇用労働者の社員タイプごとに、正社員との待遇に違いがあ
る場合、その違いが「不合理ではない」と説明できるよう、整理しましょう。
労働者に説明する内容をあらかじめ文書に記してまとめておくと便利です。

待遇の違いが不合理であると判断される可能性
があるので、不合理な待遇の違いの改善に向け
て、取組を進めましょう。

労働者から説明を求められたときに待遇の違
いの内容や不合理な待遇差ではない理由につ
いて説明できるよう、整理しておきましょう。

対応の必要はありません。将来雇用の予定が
ある場合は、準備をしておきましょう。

今すぐ対応すべき課題はありません。

手順番号

手順１

手順２

手順３

手順４

手順５

手順６

手　　順 解　　説

厚生労働省発行「パートタイム・有期雇用労働法　対応のための取組手順書」より
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　職務の内容が通常の労働者と同一であって、当該事業所における慣行その他の事情か
らみて、全雇用期間を通じて、職務の内容や、職務の内容・配置の変更の範囲が通常労
働者と同一と見込まれる場合（通常の労働者と同視すべきパートタイム・有期雇用労働者）
には、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはなりません。

　事業主は、パートタイム・有期雇用労働者の賃金を決定する際、通常の労働者との均
衡を考慮しつつ職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案して決めるよう努めなけ
ればなりません。

　事業主は、パートタイム・有期雇用労働者の通常の労働者への転換を推進するため、
次のいずれかの措置を講じなければなりません。

　事業主は、健康の保持や業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めた
福利厚生施設（給食施設、休憩室、更衣室）について、パートタイム・有期雇用労働者
に対しても利用機会を与えなければなりません。
　この規定は、以前は配慮義務であったものが、「働き方改革関連法」による法改正で義
務に強化されていますので注意が必要です。

　事業主は、通常の労働者と職務が同じパートタイム・有期雇用労働者に対しては、職務
遂行に必要な能力を付与する教育訓練を通常の労働者と同様に実施しなければなりません。
　これ以外のパートタイム・有期雇用労働者に対しては、通常の労働者との均衡を考慮
しつつ、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じて教育訓練を行うよう努めなけ
ればなりません。

①	通常の労働者の募集の際は、その募集内容を既に雇っているパートタイム・有期雇用労働
者に周知する。
②	通常の労働者のポストを社内公募する際はパートタイム・有期雇用労働者に対しても応募
機会を与える。
③	パートタイム・有期雇用労働者が正社員へ転換するための試験制度を設けるなど、その他
転換を推進するための措置を講じる。
④その他の、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じる。

均等待遇規定（差別的取扱いの禁止：法第９条）2

賃金決定時の努力義務（法第 10 条）3

教育訓練の実施（法第 11 条第１項・第２項）4

福利厚生施設の利用（法第 12 条）5

通常の労働者への転換推進（法第 13 条）6




